
  

 

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

                      

                       平成２３年５月２３日制定 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、公益財団法人ウイルス肝炎研究財団（以下「本財団」という。）定 

款２０条及び第３５条に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事

項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８

年法律第４８号）並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

１８年法律第４９条）規程に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。 

（定 義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

による。 

  （１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 

  （２）常勤役員とは、理事のうち、本財団を主たる勤務場所とする者をいう。 

  （３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

  （４）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条１３ 

項で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職

慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものと

する。 

（報酬の支給） 

第３条 本財団は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給するこ 

とができる。 

 ２ 常勤役員には、（別表）常勤役員俸給表に基づき定例役員報酬を支給する。 

 ３ 役員等に対し、本財団より特別の任務として講師及び原稿執筆を委嘱した場合 

に限り、別に定める役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規則に基づき講師

謝金及び執筆謝金を支給することができる。 

 ４ 役員等には、役員賞与を支給しない。 

 ５ 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第７条に規定する退職慰労金を支給 

することができる。 

（定例報酬の額の決定） 

第４条 本財団の常勤役員の定例報酬月額は、（別表）常勤役員俸給表のとおりとし、各々 

の役員の報酬月額は俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものと

する。 

（定例報酬の支給）） 

第５条 定例報酬の支給は、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳 

細は、別に定める職員を対象とする給与規程（以下「給与規程」という。）に準ずる。 

（講師及び原稿執筆謝金） 



第６条 役員等が理事長よりセミナー、研究会若しくはシンポジウムなどの会合におけ 

る講師を委嘱されたとき又は原稿執筆を委嘱されたときは、別に定める役員等への講

師及び原稿執筆謝金の支払に関する規則に基づき講師謝金又は執筆謝金を支給する。 

（退職慰労金） 

第７条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡に 

より退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相

続人に支払うものとする。 

 ２ 常勤役員に対する退職慰労金は、在任期間１年ごとに、各年度に支給された定例役 

員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、理事長が理事会の承認

を得て決定する。ただし、在任期間は当初就任日より起算して８年間を上限とする。 

（公 表） 

第８条 本財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す 

る法律第２０条第２項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

（改 正） 

第 10条  この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。 

（補則） 

第 11条  この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定 

めるものとする。 

 

（別 表）常勤役員俸給表（単位：円） 

号 俸 月    額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 俸 月   額 

１ 

 ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

 ７ 

 ８ 

 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１００，０００ 

１２０，０００ 

１４０，０００ 

１６０，０００ 

１８０，０００ 

２００，０００ 

２２０，０００ 

２４０，０００ 

２６０，０００ 

２８０，０００ 

３００，０００ 

３２０，０００ 

３４０，０００ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

 

３６０，０００ 

３８０，０００ 

４００，０００ 

４２０，０００ 

４４０，０００ 

４６０，０００ 

４８０，０００ 

５００，０００ 

５２０，０００ 

５４０，０００ 

５６０，０００

５８０，０００ 

 

附則 

 この規程は、本財団が公益法人認定を受け移行の登記をした日（平成２３年７月１日）か

ら施行する。 

 


